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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
装着者の生体データを取得する携帯情報端末機器であって、
互いに対向する前記携帯情報端末機器外装面に、一対ずつ設けられた、容量性電極からな
る心拍センサー電極及び該心拍センサー電極からの電流を増幅する増幅部とからなる心拍
情報取得部と、
互いに対向する前記携帯情報端末機器外装部にひとつずつ、一部が露出されるようにして
設けられたストレインゲージからなる、ユーザーが機器を装着した状態であるかどうかを
検出する装着検知部と、
該心拍情報取得部から取得される生体データ及び該装着検知部から取得される装着・非装
着に係るデータとを対応づけて生体・状態対応データとして記憶する記憶部とからなるこ
とを特徴とする携帯情報端末機器。
【請求項２】
ユーザーの姿勢を検出する姿勢検知部を有し、該姿勢検知部から取得される姿勢に係るデ
ータも、該生体・状態対応データに含めて該記憶部に記憶することを特徴とする請求項１
に記載の携帯情報端末機器。
【請求項３】
ユーザーの動作を検出する動作検知部を有し、該動作検知部から取得される動作に係るデ
ータを、該生体・状態対応データに含めて該記憶部に記憶することを特徴とする請求項１
又は請求項２に記載の携帯情報端末機器。
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【請求項４】
機器の所在位置を取得する位置情報取得部を有し、該位置情報取得部から取得される位置
情報に係るデータを、該生体・状態対応データに含めて、生体・状態・位置対応データと
して該記憶部に記憶することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の携帯
情報端末機器。
【請求項５】
該生体・状態対応データ又は該生体・状態・位置対応データを外部に通信出力する外部通
信出力部を有することを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の携帯情報端
末機器。
【請求項６】
該心拍情報取得部が取得する生体データは前記携帯情報端末機器を装着するユーザーの心
拍数と心電図データであることを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の携
帯情報端末機器。
【請求項７】
該外部通信出力部からの通信出力を受信する受信側の呼び出し形態を生体データの状態に
応じて変更することを特徴とする請求項５又は請求項６に記載の携帯情報端末機器。
【請求項８】
該外部通信出力部からの通信出力を受信するものが車両であり、該車両は該外部通信出力
部から受信した通信出力に基づいて該車両の停止制御を行うことを特徴とする請求項５又
は請求項７に記載の携帯情報端末機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非接触型の心拍センサーを内蔵し、生体情報を一般生活の中でエコロジカル
に測定できる携帯電話あるいはＰＤＡ装置などの携帯情報端末機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話やＰＤＡなどの個人で携帯する携帯情報端末機器が広く普及している。
このような携帯情報端末機器を利用して、個人の健康管理を行うとする種々の試みがなさ
れている。このような試みの一例としては、例えば、特許文献１（特開２００４－３２１
２５２号公報）に、携帯型生体情報測定装置であって、手首に向かって押圧させられる押
圧面と、該押圧面に設けられ、表皮上から橈骨動脈に向かって押圧させられて橈骨動脈波
を検出する圧力検出素子と、該押圧面に設けられ、該手首の骨に向かって押圧させられる
振動センサと、該振動センサから出力される信号から心音を抽出する心音抽出手段とを含
むことを特徴とする携帯型生体情報測定装置が開示されている。
【０００３】
　また、特許文献２（特開２００５－２３７５６９号公報）には、利用者が携帯するため
の携帯型測定機器（５０ａ，・・・，５０ａａ，・・・，５０ａｂ，・・・，１５０ａ，
・・・，２５０ａ，・・・，４５０ａ，・・・）であって、前記利用者の体の動きに関す
る情報である体動情報を、前記利用者に非接触で測定する測定装置（１０ａ，・・・，３
０ａ，・・・，２１０ａ，・・・）と、前記体動情報に基づいて、前記利用者の心拍に関
する情報である心拍情報を出力する出力装置（２０ａ，・・・，２０ａｂ，・・・，１２
０ａ，・・・，２２０ａ，・・・）と、を備えた、携帯型測定機器（５０ａ，・・・）が
開示されている。
【特許文献１】特開２００４－３２１２５２号公報
【特許文献２】特開２００５－２３７５６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１記載の従来技術の手法では心拍・心電計測は電極を肌に接触
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させなければならないため拘束性が強く、また心理的なバイアスも加担して日常の真の生
体情報のデータが正確に取得できるとは言いがたい、という問題がある。また短時間でス
ポットサンプリング的な計測しか出来ない、という問題がある。また、
　これに対して、特許文献２に記載のものは、ユーザーに非接触で測定する測定装置を備
える携帯型測定機器であるので、上記のような心理的なバイアスや、スポットサンプリン
グの問題といったことはない。しかしながら、特許文献２に記載の携帯型測定機器では、
ユーザーがどのような状態であるのか（機器を装着している状態であるのか、寝ている状
態であるのか、起きている状態であるのか、歩いている状態であるのか、など）を検知す
ることはできず、ユーザーの状態情報と生体情報とが対応するものではなく、問題となる
。というのうは、例えば、生体情報というのは、ユーザーの状態情報に大きく依存するも
のであるからである。例えば、ユーザーが人混みなどで非常に混雑している状況にいれば
、ストレスを感じて心拍数などが上昇する可能性もあるし、寝ている状態であればリラッ
クスして安定した心拍数が得られることとなる。ところが、このようなユーザーの状態情
報と生体情報とを対応させる技術については、特許文献２に記載のものには何ら開示がな
い。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上記問題点を解決すべく、携帯電話やＰＤＡ装置といった位置を特定できる
携帯型情報端末に、非接触の容量性電極を使ったセンサー、人の身体の姿勢と動きをみる
加速度センサー、情報端末自体の姿勢を検知するジャイロセンサーとストレインゲージセ
ンサー等を内蔵し、主に服（シャツ）の胸ポケットに装着させて日常生活環境（エコロジ
カル）に則した生体情報計測を行うこととしている。
【０００６】
　人が動いて（生活して）いる時、常に胸ポケットに本発明に係る携帯情報端末機器を入
れておく。通常のシャツの胸ポケットには機器を立てた状態で挿入するのをそれぞれ加速
度（ジャイロ）センサーで判定し、心拍・心電の計測を行う仕組みを設ける。また本発明
に係る携帯情報端末機器はストレインゲージを備えてなり、ポケットに収まる携帯情報端
末機器の姿勢を端末の自重を使ってセンシングすることを可能に構成する。
【０００７】
　また本発明に係る携帯情報端末機器では、ＧＰＳ測位部によって位置計測できる機能を
有し、いつどこでどのような環境下での生体データなのかという付帯情報を記録できる。
また通信機能を備えているため、必要時にそれらの収集した生体データを、管理センター
などの遠隔地に送信できる。
【０００８】
　送信時には、心拍・心電の状態に応じて遠隔への呼び出し（着信）音と音量を予め決め
られたものに変更出来る機能を備える。このような本発明の機能により、遠隔地で呼び出
しを受けた者はデータの詳細を呼び出し音のもつ意味と記号性によって直感的に判断でき
、緊急状態に即座に対処することが　可能になる。
【０００９】
　以上のような構成とするために、請求項１に係る発明は、装着者の生体データを取得す
る携帯情報端末機器であって、互いに対向する前記携帯情報端末機器外装面に、一対ずつ
設けられた、容量性電極からなる心拍センサー電極及び該心拍センサー電極からの電流を
増幅する増幅部とからなる心拍情報取得部と、互いに対向する前記携帯情報端末機器外装
部にひとつずつ、一部が露出されるようにして設けられたストレインゲージからなる、ユ
ーザーが機器を装着した状態であるかどうかを検出する装着検知部と、該心拍情報取得部
から取得される生体データ及び該装着検知部から取得される装着・非装着に係るデータと
を対応づけて生体・状態対応データとして記憶する記憶部とからなることを特徴とする。
【００１０】
　また、請求項２に係る発明は、請求項１に記載の携帯情報端末機器であって、ユーザー
の姿勢を検出する姿勢検知部を有し、該姿勢検知部から取得される姿勢に係るデータも、
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該生体・状態対応データに含めて該記憶部に記憶することを特徴とする。
【００１１】
　また、請求項３に係る発明は、請求項１又は請求項２に記載の携帯情報端末機器であっ
て、ユーザーの動作を検出する動作検知部を有し、該動作検知部から取得される動作に係
るデータを、該生体・状態対応データに含めて該記憶部に記憶することを特徴とする。
【００１２】
　また、請求項４に係る発明は、請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の携帯情報端末
機器において、機器の所在位置を取得する位置情報取得部を有し、該位置情報取得部から
取得される位置情報に係るデータを、該生体・状態対応データに含めて、生体・状態・位
置対応データとして該記憶部に記憶することを特徴とする。
                                                                                
      
【００１３】
　また、請求項５に係る発明は、請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の携帯情報端末
機器であって、該生体・状態対応データ又は該生体・状態・位置対応データを外部に通信
出力する外部通信出力部を有することを特徴とする。
【００１４】
　また、請求項６に係る発明は、請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の携帯情報端末
機器において、該心拍情報取得部が取得する生体データは前記携帯情報端末機器を装着す
るユーザーの心拍数と心電図データであることを特徴とする。
【００１５】
　また、請求項７に係る発明は、請求項５又は請求項６に記載の携帯情報端末機器であっ
て、該外部通信出力部からの通信出力を受信する受信側の呼び出し形態を生体データの状
態に応じて変更することを特徴とする。
　また、請求項８に係る発明は、請求項５又は請求項７に記載の携帯情報端末機器におい
て、該外部通信出力部からの通信出力を受信するものが車両であり、該車両は該外部通信
出力部から受信した通信出力に基づいて該車両の停止制御を行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の携帯情報端末機器によれば、ユーザーの日常生活の中で身体的、時間的拘束を
ほとんど受けずに簡易に、しかも、ユーザーの状態に対応した生体情報を計測、記録する
ことが出来る。　また、本発明の携帯情報端末機器によれば、また送受信機能を使った自
宅、医療センター、管理センター、ホームサーバなどとの連携で安心した健康管理、生体
情報管理が可能になる。また、本発明の携帯情報端末機器によれば、ユーザーの状態情報
と生体情報さらに位置情報などとを対応させたログデータを取得することが可能となるた
め、より精度の高い健康管理を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。図１は本発明の実施の形態に
係る携帯情報端末機器の外観斜視図であり、図２は本発明の実施の形態に係る携帯情報端
末機器のブロック構成の概略を示す図である。なお、本実施形態においては、携帯情報端
末機器としては携帯電話を例に説明するが、本発明の携帯情報端末機器としてはＰＤＡな
どの携帯情報機器なども含まれるものである。図１及び図２において、１００は携帯電話
、２００は判定処理部、３００は心拍情報取得部、３１０～３４０は心拍センサー電極、
４００は装着・姿勢・動作検知部、４１０は３Ｄモーションセンサー、４２０はＧセンサ
ー、４３０はジャイロセンサー、４４０、４５０はストレインゲージ、５００は位置情報
取得部、５１０はＧＰＳ測位部、６００は入出力部、６１０はディスプレイ、６２０はス
ピーカー、６３０はキー入力部、６４０はマイク、７００は外部通信出力部、７１０は通
信Ｉ／Ｆ部、７２０は通信回線部、７３０は車両制御・情報Ｉ／Ｆ部、８００は記憶部、
８１０は生体・動作・位置情報記録ログ、８２０は個人情報・ＰＩＭをそれぞれ示してい
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る。
【００１８】
　本実施形態の携帯電話１００には、通常の携帯電話としての通話のための構成の他に、
心拍情報取得部３００、装着・姿勢・動作検知部４００、位置情報取得部５００、入出力
部６００、外部通信出力部７００、記憶部８００を有するものである。
【００１９】
　図１（Ａ）は携帯電話１００のヒンジ構造部を開いた状態を示しており、　図１（Ｂ）
は携帯電話１００のヒンジ構造部を閉じた状態を示している。携帯電話１００のヒンジ構
造部を閉じたときの外装の表裏には、心拍センサー電極３１０～３４０が設けられており
、ユーザーが携帯電話１００を携帯するために胸ポケットなどに携帯電話１００を入れた
とき（ユーザーが携帯電話１００を装着したとき）に、心拍センサー電極３１０及び３２
０が、又は心拍センサー電極３３０及び３４０がユーザーの胸に接触するようになってい
る。心拍センサー電極３１０～３４０は携帯電話１００を装着するユーザーの心臓に係る
情報（心拍数・心電図）などを取得するための構成であり、例えば容量性電極などから構
成される。このような容量性電極としては、例えば特開２００５－５１１１７４号公報記
載のものを用いることができる。
【００２０】
　また携帯電話１００の外装部には、ストレインゲージ４４０、４５０が一部露出するよ
うに設けられ、携帯電話１００に対する押圧力（圧力）を検知して、ユーザーが携帯電話
１００を装着している状態にあるのか否かに係る情報として利用する。また、携帯電話１
００の内部には、３Ｄモーションセンサー４１０としてのＧセンサー４２０、ジャイロセ
ンサー４３０などのセンサー類が設けられており、後述するような形態で利用される。
【００２１】
　図２の本発明の実施の形態に係る携帯情報端末機器のブロック図において、判定処理部
２００はエレクトロニックコントロールユニットであり、ＣＰＵとＣＰＵ上で動作するプ
ログラムを保持するＲＯＭとＣＰＵのワークエリアであるＲＡＭなどからなる汎用の情報
処理機構である。
【００２２】
　心拍情報取得部３００は、心拍センサー電極３１０～３４０とこれらの電極から収集さ
れる微弱電流を増幅する増幅部などから構成されており、携帯電話１００を装着するユー
ザーの心臓に係る情報である心拍数と心電図データを取得する。取得した心拍数または心
電図データを解析して、呼吸数データを求めることもできる。
【００２３】
　装着・姿勢・動作検知部４００は、３Ｄモーションセンサー４１０であるＧセンサー４
２０（加速時計）やジャイロセンサー４３０、ストレインゲージ４４０、４５０と、これ
らセンサーで取得される信号の処理部とからなる。装着・姿勢・動作検知部４００は、携
帯電話１００のユーザーが、携帯電話１００を身につけているか、いないかを検知する装
着検知機能を有する。また、装着・姿勢・動作検知部４００は、携帯電話１００を装着し
ているユーザーがどのような姿勢（寝ているのか、起きているのか）でいるのかを検知す
る姿勢検知機能を有する。また、装着・姿勢・動作検知部４００は、携帯電話１００を装
着しているユーザーがどのような動作を行っているのかを検知する動作検知機能を有する
。
【００２４】
　位置情報取得部５００は、携帯電話１００の所在地（位置情報）を取得するものである
。このような構成として、本発明の携帯電話１００においては、ＧＰＳ衛星からのＧＰＳ
信号を受信して自らの位置を計算するＧＰＳ測位部５１０が用いられている。本発明の携
帯情報端末機器は、位置情報を取得することができれば、このようなＧＰＳ測位法によら
ずとも、その他の測位法を用いることができるものである。
【００２５】
　入出力部６００は、携帯電話１００の入出力インターフェイスを構成するものであり、
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文字、、図形、イメージ情報を表示するディスプレイ６１０、音声の出力を行うスピーカ
ー６２０、文字入力等を行うキー入力部６３０、音声の入力を行うマイク６４０などから
なっている。入出力部６００は以上のような構成に限定することなく、その他のマンマシ
ンインターフェイス機構を用いることができるものである。
【００２６】
　外部通信出力部７００は、携帯電話１００において取得された生体データ等を外部に送
信するための通信出力部である。通信Ｉ／Ｆ部７１０は、ワイヤレスＬＡＮ、ブルートゥ
ースなどの通信インターフェイスであり、通信回線部７２０は、携帯電話１００の通話用
回線であり、また、車両制御・情報Ｉ／Ｆ部７３０は、例えば、車両などに搭載された車
内ＬＡＮや車載のナビゲーションシステムとの通信を行うインターフェイスである。以上
のように構成される外部通信出力部７００は、生体・動作・位置情報記録ログ８１０の情
報を管理センターに送信したり、生体情報に異常があった場合に警報、緊急事態発生情報
を出力したりする。
【００２７】
　記憶部８００は、ハードディスクなどの比較的大容量の記憶装置からなり、生体・動作
・位置情報記録ログ８１０と個人情報・ＰＩＭ８２０とからなる。
生体・動作・位置情報記録ログ８１０は、装着・姿勢・動作検知部４００で取得されたユ
ーザーの装着状態・姿勢状態・動作状態に係るデータと、位置情報取得部５００で取得さ
れた位置情報と、心拍情報取得部３００で取得された生体データとを対応付けて記録する
ものである。また、個人情報・ＰＩＭ８２０は、携帯電話１００を利用するユーザーの個
人情報ファイルや、パーソ　　　　ナルインフォメーションマネージャーである。ここで
、個人情報ファイルとは、ユーザーが持ちえる生体情報の基本情報（平均心拍（過去履歴
より学習）、心拍数の判定閾値。病歴、主治医連絡情報）のことである。また、この個人
情報ファイルにおいて、後述の情報自動発信の同意情報をプリセットできる。
【００２８】
　次に、以上のように構成される携帯電話１００の動作について説明する。図３は本発明
の実施の形態に係る携帯情報端末機器（携帯電話１００）の処理に関するフローチャート
を示す図である。図３のフローチャートにおいて、ステップＳ１００で、携帯電話１００
の電源が投入されて処理が開始されると、続いてステップＳ１０１に進み、個人情報・Ｐ
ＩＭ８２０からユーザーの個人情報ファイルの読み込みが行われる。なお、ステップＳ１
００とステップＳ１０１との間には、必要に応じて設定変更割込などを実行することがで
きる。
【００２９】
　設定変更割込は、キー入力部６３０によって上記個人情報のリセットや変更を受け付け
るものである。このような変更操作は通信によるリモート操作あるいはディスプレイ６１
０の画面のＧＵＩ表示などによって行い得るように構成する。
【００３０】
　ステップＳ１０２では、動作継続か否かの判定が行われる。ステップＳ１０２で判定の
結果がＮＯであると、次にステップＳ１１７に進み処理を終了する。ステップＳ１０２で
判定の結果がＹＥＳであると、次にステップＳ１０３に進む。
【００３１】
　ステップＳ１０３では、装着検知が行われる。図４は本発明の実施の形態に係る携帯情
報端末機器（携帯電話１００）の装着・姿勢・動作検知部４００における装着検知を説明
する図である。本発明に係る携帯電話１００の装着検知では、図４に示すように、例えば
、胸ポケットに本体があるか否かをストレインゲージ４４０、４５０にて本体自重を利用
することにより検知する。
【００３２】
　次にステップＳ１０４では、身体動検知が行われる。図５は本発明の実施の形態に係る
携帯情報端末機器（携帯電話１００）の装着・姿勢・動作検知部４００における姿勢検知
を説明する図であり、図６は本発明の実施の形態に係る携帯情報端末機器（携帯電話１０
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０）の装着・姿勢・動作検知部４００における動作検知を説明する図である。図４及び図
５に示すように、身体動検知では、携帯電話１００を装着しているユーザーが身体を動か
している状態か否か、歩いている状態か否かのなどの情報をＧセンサー４２０（加速度セ
ンサー）及びジャイロセンサー４３０にて検知する。
【００３３】
　次にステップＳ１０５では、心拍情報取得部３００から生体データの読み込みが行われ
る。ここで、生体データの読み込みは、心拍センサー電極３１０～３４０から心電及び心
拍データー（心電図・心拍数）の読み込みを行うことである。このとき、外乱ノイズやエ
ラーによって読み込めないような場合には未測定であることを記録する。
【００３４】
　次にステップＳ１０６では、位置情報取得部５００から位置情報の読み込みが行われる
。このステップでは、ＧＰＳ測位部５１０からのＧＰＳ情報を基にした携帯電話１００の
現在場所と時刻の読み込みが行われる。
【００３５】
　次にステップＳ１０７は、ログデータ編集＆記録が行われるステップである。ログデー
タ編集＆記録のステップとは、ステップＳ１０３及びステップＳ１０４で取得されたユー
ザーの状態情報と、ステップＳ１０５で読み込まれた生体データと、ステップＳ１０６で
読み込まれた位置情報データ、日付時刻データとを元に紐付けしてログデータとして生体
・動作・位置情報記録ログ８１０に記録する。また携帯電話１００端末内にＰＩＭアプリ
ケーションソフトがインストールされているような場合には、個人情報・ＰＩＭ８２０に
おけるＰＩＭ情報と日付時刻データとに紐付けすることが可能となる。
【００３６】
　次にステップＳ１０８では、携帯電話１００を装着しているユーザーの心身状態の推定
が行われる。このステップＳ１０８における心身状態の推定は、生体データである心電、
心拍数データから緊急状態等の推定を行う。緊急状態の推定には呼吸数データも使用して
もよい。このステップでは、個人差を吸収するため、その判定閾値は個人情報＋絶対値を
用いるようにすることが望ましい。このような、個人差の吸収は、先の個人情報ファイル
の設定などにより可能となる。
【００３７】
　次に、ステップＳ１０９では、推定された心身状態から、心身状態が異常であるか否か
が判定される。このステップＳ１０９における判定のための条件（異常条件）とは、心身
状態を判定した結果が緊急を要する事態であるか否かを判定するものである。
【００３８】
　ステップＳ１０９における判定の結果がＮ（すなわち、心身状態に問題なし）の場合に
は、ステップＳ１０２に戻る。ステップＳ１０９における判定の結果がＹ（すなわち、心
身状態に問題発生）の場合には、次にステップＳ１１０に進む。
【００３９】
　ステップＳ１１０では、ユーザーの状態確認のためにメッセージをディスプレイ６１０
やスピーカー６２０に出力する。このようなメッセージは、緊急事態が発生した場合に、
ユーザー本人に確認応答を求めるものであり、本ステップにより誤作動や外乱によるエラ
ーを防ぐものである。
【００４０】
　ステップＳ１１１では、本人が良好かどうかの判定が行われる。このステップにおける
本人良好応答とは、ユーザー本人の状態が良好であることの、ユーザー本人による確認応
答である。
【００４１】
　ユーザーはもし、本人の健康状態に問題なければその旨を返答する。すなわち、このケ
ースは、ステップＳ１１１においてＹと判定される場合である。ステップＳ１１１におい
てＹと判定されると、ステップＳ１０２に戻る。
【００４２】



(8) JP 5019035 B2 2012.9.5

10

20

30

40

50

　ユーザーが本人の健康状態に問題があると自覚しているような場合には、ステップＳ１
１１においてＮとなり、緊急事態に係るＳ１１２以降のステップに進む。また身体異常で
応答すらままならない場合においても、一定時間待って、ステップＳ１１１においてＮと
し、自動的に緊急通報を行うステップに進む。このような一定時間数と、自動で進んで良
いか否かは個人情報ファイルで予め同意の設定を行っておくことができる。
【００４３】
　ステップＳ１１２においては、個人情報ファイルの設定にて、通信通知の設定があるか
否かの判定が行われる。ステップＳ１１２における判定の結果がＮであるときには、ステ
ップＳ１１５に進み、ＹであるときにはステップＳ１１３に進む。
【００４４】
　ステップＳ１１３では、個人情報ファイルの設定にて、通信通知の設定があった場合、
予め登録されている連絡先に電話連絡を行う。予め個人情報ファイルとして、自動動作が
同意されていたような場合には自動で行う。また、ステップＳ１１３では、警報・緊急事
態発生の情報出力を行う。このために通信を行う際のデータ編集を行う。その緊急の度合
いによって呼び出し音を代える処理を行う。こうすることで呼び出された側が、着信と同
時におおよその内容を把握することが出来る。また本人が、受け答え等できない身体状態
であっても緊急事態を知らせることが出来る。予め登録されている連絡先には、自宅、医
療センター、管理センター、ホームサーバなどがあり得る。
【００４５】
　登録されている連絡先への電話連絡を行うとき、個人情報ファイルによって、呼び出し
（着信）音と音量を予め決められたものに変更する設定を行う。このような設定によれば
、遠隔地で呼び出しを受けた者はデータの詳細を呼び出し音のもつ意味と記号性によって
直感的に判断でき、緊急状態に即座に対処することが可能になる。また、個人情報ファイ
ルによって、このような電話連絡は自宅、医療センター、管理センター、ホームサーバな
どに行うようにしてもよい。
【００４６】
　ステップＳ１１４では、ログ情報の出力処理を行う。このようなログ情報の出力処理の
ためのログデータは、中段判定処理Ｂ）で取得したログデータ、及びリアルタイムの生体
データなどであり、これらを医療センター、管理センター、ホームサーバなどに送信する
。
【００４７】
　Ｅ）車両制御通知処理であるステップＳ１１５及びステップＳ１１６はオプション的な
所定である。これらのステップでは、車両コンピュータ、車内ＬＡＮ、ナビゲーションシ
ステム等のインテリジェント機能搭載車両を前提としている。
【００４８】
　ステップＳ１１５においては、携帯電話１００を装着しているユーザーが車両に乗車中
であるかどうかが判定され、緊急事態発生が車両乗車中であるか否かの判定がなされる。
このような　　　　　　　　　判定処理方法としては、ブルートゥース通信による携帯電
話１００本体と車両側とのリモート通信（ハンズフリー電話等に用いられる）機能を用い
ることができる。
【００４９】
　ステップＳ１１５における判定の結果がＮであればステップＳ１０２へと進み、Ｙであ
れば続くステップＳ１１６へと進む。
【００５０】
　ステップＳ１１６においては、車両停止制御への通知信号出力が行われる。緊急事態発
生が車両乗車中である場合、緊急時に安全に車両を停止制御すべく、信号情報を車両側に
出力する。本信号は、安全に停車を行うためカーナビゲーション、車両を安定させるため
の車両安定化制御システム、横すべり防止装置の情報として用いられる。
【００５１】
　以上、本発明の携帯情報端末機器によれば、ユーザーの日常生活の中で身体的、時間的
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録することが出来る。　また、本発明の携帯情報端末機器によれば、また送受信機能を使
った自宅、医療センター、管理センター、ホームサーバなどとの連携で安心した健康管理
、生体情報管理が可能になる。また、本発明の携帯情報端末機器によれば、ユーザーの状
態情報と生体情報さらに位置情報などとを対応させたログデータを取得することが可能と
なるため、より精度の高い健康管理を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の実施の形態に係る携帯情報端末機器の外観斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る携帯情報端末機器のブロック構成の概略を示す図であ
る。
【図３】本発明の実施の形態に係る携帯情報端末機器の処理に関するフローチャートを示
す図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る携帯情報端末機器（携帯電話１００）の装着・姿勢・
動作検知部４００における装着検知を説明する図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る携帯情報端末機器（携帯電話１００）の装着・姿勢・
動作検知部４００における姿勢検知を説明する図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る携帯情報端末機器（携帯電話１００）の装着・姿勢・
動作検知部４００における動作検知を説明する図である。
【符号の説明】
【００５３】
１００・・・携帯電話、２００・・・判定処理部、３００・・・心拍情報取得部、３１０
～３４０・・・心拍センサー電極、４００・・・装着・姿勢・動作検知部、４１０・・・
３Ｄモーションセンサー、４２０・・・Ｇセンサー、４３０・・・ジャイロセンサー、４
４０、４５０・・・ストレインゲージ、５００・・・位置情報取得部、５１０・・・ＧＰ
Ｓ測位部、６００・・・入出力部、６１０・・・ディスプレイ、６２０・・・スピーカー
、６３０・・・キー入力部、６４０・・・マイク、７００・・・外部通信出力部、７１０
・・・通信Ｉ／Ｆ部、７２０・・・通信回線部、７３０・・・車両制御・情報Ｉ／Ｆ部、
８００・・・記憶部、８１０・・・生体・動作・位置情報記録ログ、８２０・・・個人情
報・ＰＩＭ
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种便携式信息终端设备，用于测量和记录关联状
态信息，生物信息，位置信息等的日志数据，而不会在物理上或时间上
限制用户的日常生活。 解决方案：用于获取佩戴者的生物特征数据的便
携式信息终端设备包括多个心跳传感器电极和来自心跳传感器电极的电
流作为放大器用于检测用户是否正在佩戴设备的附件检测单元400;用于
检测由佩戴检测单元400获取的佩戴/非佩戴状态和从心跳信息获取单元
300获取的生物数据的佩戴检测单元400并且与附件相关的数据彼此相关
联，作为生物/条件对应数据。 .The
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